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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期
第３四半期
連結累計期間

第47期
第３四半期
連結会計期間

第46期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 25,874 7,962 40,894

経常利益（百万円） 697 89 1,597

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（百万円）
588 70 △3,619

純資産額（百万円） － 45,080 45,826

総資産額（百万円） － 58,437 59,950

１株当たり純資産額（円） － 1,103.67 1,061.84

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は純損失金額（△）（円）
13.91 1.69 △81.91

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 76.9 76.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
6,271 － 4,622

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△896 － △2,018

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,269 － △1,389

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 19,622 15,516

従業員数（人） － 1,860 1,844

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第47期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．第46期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,860

　（注）従業員数は就業人員であります。

(2）提出会社の状況 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,513

　（注）従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　事業の種類別セグメントを記載していないため当第３四半期連結会計期間における事業部門別の生産実績を示す

と、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

情報サービス  

情報処理・通信サービス（百万円） 3,270

ソフトウェア開発（百万円） 2,894

システム提供サービス（百万円） 2,221

その他システム関連サービス（百万円） 757

合計（百万円） 9,143

　（注）１．金額は、売価換算によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　事業の種類別セグメントを記載していないため当第３四半期連結会計期間における事業部門別の受注状況を示す

と、次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

ソフトウェア開発 2,279 4,298

　（注）１．ソフトウェア開発業務以外につきましては、継続業務が大半であり、サービス内容も多岐にわたり把握するこ

とが困難なため、ソフトウェア開発業務についてのみ記載いたしました。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　事業の種類別セグメントを記載していないため当第３四半期連結会計期間における事業部門別の販売実績を示す

と、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

情報サービス  

情報処理・通信サービス（百万円） 3,256

ソフトウェア開発（百万円） 2,363

システム提供サービス（百万円） 1,586

その他システム関連サービス（百万円） 756

合計（百万円） 7,962

　（注）１．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（百万円） 割合（％）

ジブラルタ生命保険株式会社 1,113 14.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機による

世界経済の減速、株式市場の低迷及び円高の進行による企業収益の悪化から民間設備投資が減少し、個人消費も低調

に推移するなど景気の減速があきらかになってまいりました。

　情報サービス業界におきましては、第３四半期に入り、民間企業の中には、ＩＴ予算の見直しや凍結を行うなど受注

環境の厳しさが増し、今後の経営環境は不透明さを増しております。

　このような状況のなか、当社グループでは、顧客基盤を充実させ、不調プロジェクトの撲滅や原価低減による収益構

造の安定化に努めました。加えて、社会環境の変化及び顧客動向を的確に把握した事業運営を行うために、事業構造

改革に取り組み、事業部制を導入し事業部内に各営業本部を置きました。また、事業部とは独立した品質保証部、調達

部を設置いたしました。

　その結果、第３四半期連結会計期間の業績は、地方自治体向けシステム提供サービスは堅調でしたが、一方で昨年度

のような大口の機器販売も無かったため、売上高は79億62百万円とほぼ見込み通りとなりました。原価低減と不採算

案件の撲滅により公共部門の収支が改善し、営業利益は41百万円となりました。また、経常利益は89百万円となりま

した。この結果、四半期純利益は70百万円を計上いたしました。

(2)　財政状態

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は584億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億13百万円減少いたし

ました。流動資産は289億62百万円となりました。７億88百万円の減少ですが、主として仕掛品の増加（13億20百万

円）ならびに預け金の増加（50億円）と受取手形及び売掛金の減少（63億21百万円）によるものです。有形固定資

産は214億33百万円と２億２百万円の微減です。無形固定資産は15億85百万円と１億１百万円の減少となりました。

投資その他の資産は、64億55百万円と４億20百万円の減少となりました。主たる要因は、投資有価証券の減少（２億

29百万円）と長期前払費用の減少（１億82百万円）によるものです。

　流動負債は、48億37百万円と前期末に比べ10億47百万円の減少となりました。買掛金の減少（８億円）が主たる要

因です。固定負債は85億18百万円と２億80百万円増加いたしました。

　純資産の部は、450億80百万円と前期末に比べ７億46百万円減少いたしました。

　なお、本年度の配当ですが、上期１株当たり３円の配当を実施し、下期は１株当たり７円の配当を予定しており、計

１株当たり10円の配当となります。

（連結キャッシュ・フローの概況）

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は196億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億

５百万円増加（第３四半期連結会計期間は８億48百万円の減少）いたしました。営業活動によるキャッシュ・フ

ローは62億71百万円増加（同２億56百万円増加）いたしました。売上債権の減少が主たる要因です。投資活動による

キャッシュ・フローは、８億96百万円減少（同３億31百万円減少）いたしました。主たる要因は、無形固定資産の取

得による支出です。財務活動によるキャッシュ・フローは、12億69百万円減少（同７億74百万円減少）いたしまし

た。自己株式の取得による支出によるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

①　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　 ②　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について

１．基本方針の内容

　当社は、中期経営計画のもとで、情報システムの設計・開発からシステム稼動後の運用・保守までの一貫したソ

リューション・サービスを提供することを基本戦略と位置付け、当社独自の特色・強みを一層追求・発揮するこ

とで、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくことを図っております。

　他方、近時、わが国の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対

象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行する

といった動きが顕在化しつつあります。もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転
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を伴う買付提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものであります。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付の条件等につ

いて検討あるいは取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の

提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共

同の利益に資さないものも少なくありません。

　とくに、当社は、お客様との間で長期的な信頼関係・取引関係を確立し、安定的に長期的なサービスを提供できる

開発・技術体制、人材体制、設備体制、管理体制、セキュリティ体制および財務体制の実現を図り、もって、企業価値

ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくことに邁進しておりますが、これらが当社の株式の買付を行う

者により十分に理解され、中長期的に確保され、向上させられなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

は毀損されることになります。

　また、当社の企業価値の源泉である当社独自の特色・強みは、当社のノウハウ、経験の集積である各種ソフトウェ

アを、特定の業種・業態向けにパッケージまたはツールという形で商品化した「ソリューション・ソフト」に代

表されるソフトウェア資産、ノウハウ、経験の集積である無形の資産にあります。したがって、外部者である買収者

から買収の提案を受けた際に、株主の皆様が当社のこうした無形の経営資源の価値を正しく評価し、かかる経営資

源に基づく将来の経営計画の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な事項を適切に把握した

上で、当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を短期間で適切に判断することは、必ずしも容易

ではありません。

　こうした事情に鑑み、当社株式に対する買付が行われた際に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あ

るいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を

行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止できる体制を

整えることが必要不可欠であります。

　このため、当社は、平成18年６月23日開催の当社第44回定時株主総会において、株主の皆様に当社定款の変更をご

承認いただいた上で、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針の決定をご承認決議

いただきました。さらに、同日開催の当社取締役会において、本基本方針に基づく具体的な対応策の決定を決議い

たしました。

２．具体的な取組みの内容

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社取締役会において本基本方針に基づ

く具体的な対応策を決議し、その内容を株式会社東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書

類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買付を行う者が

遵守すべき手続があること、および当社が差別的行使条件付新株予約権の無償割当てを実施することがあり得る

ことを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたしております。

　当社株券等の保有者の保有割合が20％以上となる買付等を行う買付者等は、当該買付等の実行に先立ち、当社に

対して、買付者等の詳細、買付等の目的、方法および内容、買付価格の算定根拠、買付資金の裏付け、買付後の当社グ

ループの経営方針、その他別途当社取締役会が定める情報および当該買付者等が買付等に際して当社の手続を遵

守する旨の誓約文言等を記載した書面を、当社の定める書式により提出するものとします。当社取締役会は当該書

面を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供し、独立委員会がこれを必要情報として不十分と判断した場

合には、買付者等は、独立委員会の求めに従い追加情報を提出するものとします。

　買付者等が上記の手続に従うことなく買付を行う等、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益

を害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当社取締役会決議により、当該買付者等による権利行使は

認められないとの行使条件および当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨

の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して、そ

の保有する株式１株につき本新株予約権２個を上限として、当社取締役会の決議をもって別途定める割合で無償

にて割り当てます。

　本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排する

ため、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独

立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしてお

ります。

　独立委員会は、買付者等および当社取締役会から情報提供が充分になされたと認めた場合、最長60日間の検討期

間（ただし、必要な範囲で延長・再延長を行うことができます。）を設定し、買付等はこの検討期間が経過した後

に初めて実施され得るものとします。

　独立委員会は、検討期間内において、買付者等および当社取締役会から提供された情報・資料に基づき、当社の企
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業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付等の内容の評価・検討等を行い、買付者等が上記の情報提

供および検討期間の確保その他当社の手続を遵守しなかった場合、または、当社の企業価値・株主共同の利益に資

さないものである場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。

　ただし、独立委員会は、当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合、また

は上記勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が新株予約権の無償割当ての

実施に該当しないと独立委員会が判断するに至った場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て

を実施しないことを勧告します。

　また、独立委員会は、当社の費用により、独立した第三者である専門家の助言を得ることができます。

なお、本対応策の詳細につきましては、当社ウェブサイト（ホームページhttp://www.ines.co.jp）に掲示しておりま

す。

３．具体的な取組みの合理性の判断

ａ．買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のた

めの買収防衛策に関する指針」の定める三原則『企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示

・株主意思の原則、必要性・相当性の原則』を完全に充足しております。

ｂ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　当社株式に対する買付等が行われた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは

当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交

渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるとい

う目的で導入しております。

ｃ．株主意思を重視するものであること

　当社は、平成18年６月23日開催の当社第44回定時株主総会における本基本方針の承認可決の決議に基づき導

入を決定しております。また、その有効期間を約３年間としており、かつ、その有効期間の満了前であっても、

当社株主総会において本基本方針の変更または廃止の決議がなされた場合には、変更後の基本方針に従うよ

う速やかに変更または廃止することになり、買収防衛策の存続および内容は、当社株主総会の意思に基づくも

のとしております。

ｄ．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、買収防衛策の導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社取締役会から独立してい

る委員３名以上により構成する独立委員会を設置し、その勧告を最大限重視することとしております。また、

独立委員会の委員は、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者から選任し、これを公表しており

ます。

ｅ．合理的な客観的発動要件の設定

　当社取締役会は、独立委員会の勧告を受けて、これを最大限尊重し、本新株予約権の無償割当ての実施または

不実施等を最終的に速やかに決定し、その決定を行った場合は、速やかに当該決定の概要等について、情報開

示を行います。また、予め定められた合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定して

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

(4) 研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、42百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 175,477,400

計 175,477,400

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 48,000,000 48,000,000

㈱東京証券取引所

㈱大阪証券取引所

（各市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数　100株

計 48,000,000 48,000,000 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　平成16年６月25日決議に係るもの

　旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役および従業員に対し、特に有利

な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年６月25日の定時株主総会において特別決議されたものであり

ます。

　当該制度の内容は次のとおりであります。

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 310

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数１００株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 31,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,240（注１）

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日

至　平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

１株当たり発行価格　1,240

１株当たり資本組入額　620

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ 

（注）１．各新株予約権の行使により発行または交付される株式１株当たりの払込金額（以下「払込金額」という。）

は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額

が新株予約権発行の日の取引の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ取引が成立した直近日の終値）を下

回った場合は、その終値とする。

　新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、払込金額に新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（100

株とする）を乗じた金額とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１

 分割・併合の比率

　また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権または新株予約権が付された証

券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。）を行う場合、または時価を下回る価額で自己株式

を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、自

己株式処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は「処分

前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

   （既発行株式数

- 自己株式数）
＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１株当たりの時価

 （既発行株式数 - 自己株式数）＋ 新規発行株式数

　また、新株予約権発行後、当社が資本減少、会社分割または合併等のために、払込金額の調整を必要とする場合に

は、当社が適切と考える方法により払込金額の調整を行う。
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２．新株予約権の消却事由および条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権

に係る義務を承継するときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使の条件」①に定める条件に該当しなくなったため新株

予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

②　平成17年６月23日決議に係るもの

　旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役および従業員に対し、特に有利

な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年６月23日の定時株主総会において特別決議されたものであり

ます。

　当該制度の内容は次のとおりであります。

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 758

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数１００株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 75,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 941（注１）

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

１株当たり発行価格    941

１株当たり資本組入額　471

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
 －

（注）１．各新株予約権の行使により発行または交付される株式１株当たりの払込金額（以下「払込金額」という。）

は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額

が新株予約権発行の日の取引の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ取引が成立した直近日の終値）を下

回った場合は、その終値とする。

　新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、払込金額に新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（100

株とする）を乗じた金額とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１

 分割・併合の比率

　また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権または新株予約権が付された証

券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。）を行う場合、または時価を下回る価額で自

己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。な

お、自己株式処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は

「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
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   （既発行株式数

- 自己株式数）
＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１株当たりの時価

 （既発行株式数 - 自己株式数）＋ 新規発行株式数

　また、新株予約権発行後、当社が資本減少、会社分割または合併等のために、払込金額の調整を必要とする場合に

は、当社が適切と考える方法により払込金額の調整を行う。

２．新株予約権の消却事由および条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権

に係る義務を承継するときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使の条件」①に定める条件に該当しなくなったため新株

予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。

③　平成18年６月23日決議に係るもの

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 940

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数１００株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 94,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 815（注１）

新株予約権の行使期間
自　平成19年８月１日

至　平成23年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

１株当たり発行価格    815

１株当たり資本組入額　491

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
 －

（注）１．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に上記に定める新株予約権１個あたりの目的

となる株式の数を乗じた金額とする。

　なお、新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

 分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、（新

株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。）、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、

次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞ

れ読み替える。
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   （既発行株式数

- 自己株式数）
＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１株当たりの時価

 （既発行株式数 - 自己株式数）＋ 新規発行株式数

　さらに、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合

併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社が適切と考える方法により合理的な範囲内で行使価額

の調整を行う。

２．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の役員もしくは従業員、または子会社の役員

もしくは従業員であることを要する。

② 会社都合により、上記①の地位を失った者については、当該地位を失った後も1年間に限り、これを行使するこ

とができる。

③ 新株予約権の譲渡、質入れ、相続その他の処分は認めない。

④ その他の権利行使の条件については、平成18年６月23日開催の当社第44回定時株主総会およびその後の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役および従業員との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。

３．会社による新株予約権の取得

① 当社の株主総会において、当社が消滅会社となる合併契約書の承認、または当社が完全子会社となる株式交換

契約書の承認、もしくは株式移転の承認がなされたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に係

る義務を承継するときを除き、当社は無償で新株予約権を取得できる。

② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を喪失した場合、または「新株予約権の行使の条件」①に定め

る条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できない場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。

④　平成19年６月26日決議に係るもの

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,148

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数１００株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 114,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 921（注１）

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成24年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

１株当たり発行価格    921

１株当たり資本組入額　537

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
 －

（注）１．新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して出資される財

産の株式1株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じて得られる価額とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月各日（取引が成立しない日

を除く。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円

未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が当該割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
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値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

　なお、新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

 分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、（新

株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。）、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式

数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

   （既発行株式数

- 自己株式数）
＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１株当たりの時価

 （既発行株式数 - 自己株式数）＋ 新規発行株式数

　さらに、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合

併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

２．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の役員または従業員、あるいは子会社の役員

または従業員であることを要する。

② 会社都合により、上記①の地位を失った者については、当該地位を失った後も1年間に限り、これを行使するこ

とができる。

③ 新株予約権の譲渡、質入れ、相続その他の処分は認めない。

④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役および従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

３．当社による新株予約権の取得

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約

権に係る義務を承継するときを除き、当社は新株予約権を無償で取得し消却することができる。

② 新株予約権者が権利行使する前に、上記「新株予約権の行使の条件」①に定める条件に該当しなくなったた

め新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得し消却することができる。

４．組織再編時の取扱い

　合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転等の組織再編

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）に際しては、組織再編行為の効力発生時点において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

こととする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たな新株予約権を発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨、当該組織再編時に締結する契約書または計画

書等に定めた場合に限るものとする。
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① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案し、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的とな

る株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　上記１で定められる行使価額につき組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　資本金の増加額は、「会社計算規則」第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

その結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとす

る。

⑦ 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得条項

　上記３に準じて決定する。

５．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑤　平成20年６月25日決議に係るもの

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,314

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数１００株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 131,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 628（注１）

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月１日

至　平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

１株当たり発行価格    628

１株当たり資本組入額　392

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
 －

（注）１．新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して出資される財

産の株式1株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じて得られる価額とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月各日（取引が成立しない日

を除く。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円

未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が当該割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。
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　なお、新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

 分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、（新

株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。）、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式

数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

   （既発行株式数

- 自己株式数）
＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１株当たりの時価

 （既発行株式数 - 自己株式数）＋ 新規発行株式数

　さらに、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合

併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

２．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の役員または従業員、あるいは子会社の役員

または従業員であることを要する。

② 会社都合により、上記①の地位を失った者については、当該地位を失った後も1年間に限り、これを行使するこ

とができる。

③ 新株予約権の譲渡、質入れ、相続その他の処分は認めない。

④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役および従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

３．当社による新株予約権の取得

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約

権に係る義務を承継するときを除き、当社は新株予約権を無償で取得し消却することができる。

② 新株予約権者が権利行使する前に、上記「新株予約権の行使の条件」①に定める条件に該当しなくなったた

め新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得し消却することができる。

４．組織再編時の取扱い

　合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転等の組織再編

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）に際しては、組織再編行為の効力発生時点において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

こととする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たな新株予約権を発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨、当該組織再編時に締結する契約書または計画

書等に定めた場合に限るものとする。
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① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案し、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的とな

る株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　上記１で定められる行使価額につき組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　資本金の増加額は、「会社計算規則」第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

その結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとす

る。

⑦ 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得条項

　上記３に準じて決定する。

５．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

－ 48,000,000 － 31,457 － 7,864

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 － － －

　議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） － － －

　完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 5,747,600 － 単元株式数１００株

　完全議決権株式（その他） 普通株式 42,126,400 421,264 同上

　単元未満株式 普通株式 126,000 － －

　発行済株式総数 48,000,000 － －

　総株主の議決権 － 421,264 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,700株（議決権の数37個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

　  平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アイネス
横浜市都筑区牛久保
三丁目９番２号

5,747,600 － 5,747,600 11.97

計 － 5,747,600 － 5,747,600 11.97

　（注）当第３四半期会計期間末日（平成20年12月31日）の自己株式は、7,257,700株（発行済株式総数に対する所有株　式

数の割合15.12％）となっています。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 557 634 629 620 619 512 493 507 462

最低（円） 460 533 552 544 502 385 253 414 387

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 常務執行役員 取締役
執行役員
管理本部長

田上　賢三 平成20年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,528 10,490

受取手形及び売掛金 5,363 11,684

有価証券 150 85

仕掛品 2,439 1,118

原材料及び貯蔵品 70 73

前払費用 394 349

繰延税金資産 946 948

預け金 10,000 5,000

その他 98 27

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 28,962 29,751

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,638 17,595

減価償却累計額 △8,459 △8,148

建物及び構築物（純額） 9,179 9,446

工具、器具及び備品 4,585 4,302

減価償却累計額 △3,431 △3,214

工具、器具及び備品（純額） 1,153 1,087

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,433 21,635

無形固定資産

ソフトウエア 1,540 1,639

その他 44 47

無形固定資産合計 1,585 1,686

投資その他の資産

投資有価証券 583 813

長期前払費用 728 910

繰延税金資産 3,393 3,338

長期預金 700 700

その他 1,096 1,162

貸倒引当金 △46 △49

投資その他の資産合計 6,455 6,876

固定資産合計 29,474 30,199

資産合計 58,437 59,950
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,187 1,988

短期借入金 102 111

未払費用 1,589 1,293

未払法人税等 39 190

未払消費税等 103 337

前受金 560 274

賞与引当金 422 1,064

役員賞与引当金 16 4

その他 814 619

流動負債合計 4,837 5,885

固定負債

退職給付引当金 7,997 7,725

役員退職慰労引当金 273 308

その他 247 204

固定負債合計 8,518 8,238

負債合計 13,356 14,124

純資産の部

株主資本

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 23,143

利益剰余金 1,448 △2,868

自己株式 △5,434 △6,039

株主資本合計 45,020 45,693

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △54 24

評価・換算差額等合計 △54 24

新株予約権 41 27

少数株主持分 72 81

純資産合計 45,080 45,826

負債純資産合計 58,437 59,950
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 25,874

売上原価 21,925

売上総利益 3,949

販売費及び一般管理費 ※
 3,348

営業利益 600

営業外収益

受取利息 48

受取配当金 12

不動産賃貸料 28

保険配当金 24

その他 24

営業外収益合計 139

営業外費用

支払利息 6

不動産賃貸費用 28

その他 7

営業外費用合計 41

経常利益 697

特別利益

投資有価証券売却益 2

関係会社株式売却益 14

その他 6

特別利益合計 22

特別損失

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 3

事務所撤去費用 17

その他 5

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 690

法人税等 110

少数株主損失（△） △8

四半期純利益 588
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 7,962

売上原価 6,770

売上総利益 1,192

販売費及び一般管理費 ※
 1,150

営業利益 41

営業外収益

受取利息 15

受取配当金 2

不動産賃貸料 9

保険配当金 24

その他 9

営業外収益合計 61

営業外費用

支払利息 2

不動産賃貸費用 9

その他 2

営業外費用合計 14

経常利益 89

特別利益

その他 4

特別利益合計 4

特別損失

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 3

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純利益 88

法人税等 21

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 70
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 690

減価償却費 1,562

賞与引当金の増減額（△は減少） △641

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34

受取利息及び受取配当金 △61

支払利息 6

投資有価証券売却損益（△は益） △2

関係会社株式売却損益（△は益） △14

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） 6,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,317

その他の資産の増減額（△は増加） △126

仕入債務の増減額（△は減少） △816

その他の負債の増減額（△は減少） 259

その他 54

小計 6,458

利息及び配当金の受取額 61

利息の支払額 △6

法人税等の還付額 16

法人税等の支払額 △257

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 2

有形固定資産の取得による支出 △334

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △614

無形固定資産の売却による収入 0

長期前払費用の取得による支出 △109

投資有価証券の売却による収入 8

関係会社株式の売却による収入 150

短期貸付金の増減額（△は増加） △7

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △9

配当金の支払額 △112

リース債務の返済による支出 △13

自己株式の取得による支出 △1,135

自己株式の売却による収入 0

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,105

現金及び現金同等物の期首残高 15,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 19,622
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．持分法の適用に

　関する事項の変更

①　前連結会計年度まで、持分法適用関連会社で

あった エム・シー・エス㈱は、平成20年６月13

日に保有する株式の全部を売却したため、持分法

適用関連会社に該当しなくなりました。

②　変更後の持分法適用関連会社の数

　　０社

２．会計処理基準に
　関する事項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　たな卸資産

　　仕掛品については、従来、個別法による原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　　これによる、当第３四半期連結累計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。

　　原材料及び貯蔵品については、従来、最終仕入

原価法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、個別法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。

　　これによる、当第３四半期連結累計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 （2）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　　これによる、当第３四半期連結累計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来通り賃貸借取引により処理してお

ります。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して

は、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認め

られるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
　
　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて

表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりであります。

給与・賞与・手当 1,578百万円

賞与引当金繰入額 75 

退職給付費用 114 

福利厚生費 241 

研究開発費 148 

営業支援費 127 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりであります。

給与・賞与・手当 498百万円

賞与引当金繰入額 75 

退職給付費用 39 

福利厚生費 84 

研究開発費 42 

営業支援費 44 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 9,528

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△56

預け金 10,000

有価証券（ＭＭＦ） 150

現金及び現金同等物 19,622
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  48,000千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  7,257千株

３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 親会社　41百万円

　平成20年のストック・オプション８百万円は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月26日
取締役会

普通株式 126 ３  平成20年９月30日  平成20年12月８日
利益剰余

金

（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

 該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

（1）自己株式の取得

　　　当第３四半期累計期間における自己株式の取得状況は以下のとおりです。　

　　　　　　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　　１．株主総会決議による取得の状況

　　該当事項はありません。

　　２．取締役会決議による取得の状況

　　　　取締役会決議日　　　　株式数（株）　価額の総額（百万円）

　　平成20年５月26日　　     500,000　         302

　　平成20年６月25日　       300,000　         177

　　平成20年10月23日　     1,509,100　         652

　　３．株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

　　                      株式数（株）　価額の総額（百万円）

　　　　                       5,868             3

（2）自己株式の消却

　　　当社は、平成20年３月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議

し、以下のとおり実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が1,739百万

円減少いたしました。

　　①消却した株式の種類

　　普通株式

②消却した株式の数

　　2,000,000株（消却前の発行済株式総数の4.00％）

③消却手続完了日

　　平成20年４月18日

・消却後の発行済株式総数 48,000,000株
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（3）剰余金の処分

　　　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、欠損填補の目的で、資本剰余金の額を減少さ

せ、利益剰余金に振替えました。

　①減少した剰余金の項目とその額

その他資本剰余金　　3,854百万円

　②増加した剰余金の項目とその額

その他利益剰余金　　3,854百万円

　        （4）剰余金の配当

　             剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載しているため省略しています。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの　

　　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

　　前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

当社グループではデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

四半期連結財務諸表への影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,103.67円 １株当たり純資産額 1,061.84円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 13.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 1.69円

　同左

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（百万円） 588 70

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 588 70

期中平均株式数（千株） 42,319 41,671

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 新株予約権　５種類

（新株予約権の数　4,470個）

同左

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

２【その他】

　平成20年11月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………126百万円

(ハ）１株当たりの配当額…………………３円

(ニ）基準日…………………平成20年９月30日

(ホ）効力発生日……………平成20年12月８日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月12日

株式会社アイネス

取締役会　御中

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 土井　英雄　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾﨑　隆之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイネスの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイネス及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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